
大阪市における特別区の設置についての投票の執行について(H27.4.22委員会資料）
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． 大阪市議会における協定書の承認

大阪府議会における協定書の承認

ｊ
ｊ
金
火
く
く

誰

や

生

計

鐸

還

咋

唖

山

缶

畦

準

壺

澄

匪

匠

匪

ｒ

呼

碓

〃

大都市地域における特別区の蕊
驚 脅
箪 鳶

設置に関する法律に基づき実 ：: ；
； ＃

施。 ； ：

同法施行令で選挙に関する規霊
蟇 葺

定については公職選挙法の大蕊
； ：

部分を準用している。 ： ：
： 豊
脅 豊
彫 篭

ゞ'′蒐
罷轌蝿j鐸¥::辨癖蝉群群群殿:蝉蝉簿群群::錘識群蝕:虫:騨蝉蝉:軸擁蝉錘蝉錘謹段審錘錘蝉塑毘“軍錐群j“『:鐸鰄鰯． 篭蕊．.起海韓蝉

7日（月） 投票期日の告示4月2

8日（火） 期日前投票・不在者投票開始（5月14月2
筆
韓
群
謬
詳
嚥
幹
無
騨
が
謀
諄
舞
缶 票期日（投開票速報5月17日（日

認
、
蕊
露
溌
鍵
驚
騒
駿
鶴
駿
…
蕊
嬢
蕊
驚
灘
驚
辮
譲
蕊
裟
蕊
轤
謹
鍾
砿
蕊
蕊
診
蕊
蕊
蕊
鑑
蕊
霧
蕊
燕
鷲
蕊
篭
驚
蕊
擢
鰯

蔦
蕊
蕊
蕊
蕊
議
蕊
議
蕊
蕊
耀
懲
灘
騨
※牝
紗
‐

》
電
：

》
髄

》
》
》
》
》
》
》
》
三
三

伽
一
一
》
一
三
肌

』
》
巨
州

ｊ
ｊ
》
》
・
特

い

明
侶
一
一
な
は
。

れ
て
り

日
日
》
》

８
１
》
》
さ
い
お

限
つ
と

月
月
一
一
制
に
の

１

に

所
下

辮

錨

恥

戸
０
《
ｂ
無
》一
四
は
幅
は

特
務
以

間
め
為

鍛
》

期
た
行

》
》
》
》

の
の
る

．
品
》
》
》

動
動
れ

・
・
亀
迩
蝿
認
》
．
》

運
運
さ

｝
護
卸
篭
葬
》
如
蕪
誌
篭
尭
蕊
託
彰
韓
正
婁
一
驚
●
曇
《

票
票
止

印
ぃ
裟
凝
弥
燕
蕊
驚
慕
紫
蕊
緯
醗
騨
纐
鍛
謬

感
鐵
》
…
蕊
謡
§
…
患
投
投
禁

鍛
ゞ
”
る
所
る
は

一
一
御
一
間
報
》
諦
限
て又限制

一
州
録
》
》
酬
坐

一
ａ一
い
》
》
蝋

一
一
襯

一
てし用

一
瞬
糊
》
鯏
癖
椴

準

一
一
Ⅱ

を分

》
Ｉ
泳
騨
獄
綾
鵜
＃
ｉ
壜
ｉ
ｊ
…
割
…

一
部
＊

諒
蕊
捧
溌
騨
謀
罫
詳
缶
洋
癖
詳
嚥
一
蕊
蕊
蕊
駿
蟻
電
職
く

面
豊
無
駕
碍
喪
斑
蕊
舞
茨
壌
舞
塞
再
喪
弗
漸
騨
謀
〆
洋
舞
豚
汗
洋
鐸
程
騨
詳
彩
騨
蒋
騨
巽
拝
託
詳
詳

3．投票運動の制限

投票運動として制限又は禁止される行為は、以下のとおり。
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開票立会人1

選挙管理委員会は、各開票区における選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の

寡
黙
錘
鵠
拝
痔
壺
弊
哉
再
（
諄
鍵
葎
護
溌
詳
が
洋
舞
舞
拝
媒
鐸
母

関係市町村の 政治団

体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し 開票、

管理者に通知しなければならない

（1）投票事務関係者の投票運動の禁止、 （2）特定公務員の投票運動の禁止、 （3）公務員の地位利用による投票運
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として演説会場及び街頭演説の場所においてする場合は認められているが、 自動車又は船舶の上における連呼行為は

禁止される)、 （13）新聞紙・雑誌の公正確保、 （14）放送の公正確保、 （15）夜間の街頭演説の禁止、 （16）特定の建 関係市町村及び関係道府県は､全ての関係市町村の投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成が

’物及び施設のおける演説等の禁止（公営施設使用の個人演説会等に関する公選法の規定は適用除外）

※上記以外については、ポスターその他の文書図画の使用、船舶・自動車の利用等すべて自由である。

あったときは、共同して総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。
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府県の選挙管理員会に審査を申し立てることができる。

2．訴訟の提起
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